
電子申請・届出システムの利用
に係る留意事項

1

資料３



１ 地域密着型通所介護と総合事業（通所型サービ
ス）、又は、訪問介護と総合事業（訪問型サービス）
を一体的に行っている場合、電子申請届出システム
を利用して一括で申請・届出可能か。

2

「サービス分類」、「届出先（指定権者）」が異なるため、
サービスごとに申請・届出が必要です。
なお、「届出先」が同一で一体的に事業を行っている
場合、重複する添付書類は一方の届出・申請に添付し
ていただければ、省略可能です。



２ 申請・届出時の様式入力、付表入力は必須か。

3

本システムを初めて利用して、申請・届出を提出する場合
は、申請・届出に係るデータをすべて入力が必要です。
過去の申請・届出情報は、添付ファイルを含め、一定期間
保存されており、次回以降の申請・届出の際は、過去に登
録 した申請・届出の情報が反映されます。



３ 介護報酬、加算及び減算の届出方法は。

4

【申請届出メニュー】＞「5.加算に関する届出」
から必要書類を提出してください。



４ 居宅介護支援事業所の届出先選択はどこか。

5

サービス分類選択：「地域密着型」を選択してください。
※「基準該当」を選択しないでください。



５ 第一号事業所の届出先選択はどこか。

6

サービス分類選択：「総合事業」を選択してください。
※「基準該当」を選択しないでください。



６ サービスの種類の選択について
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申請・届出の際は、
併せてチェックして
ください

１

２

介護予防事業を実施されている事業者は特に注意してください。
・（介護予防）認知症対応型通所介護
・（介護予防）小規模多機能型居宅介護
・（介護予防）認知症対応型共同生活介護



７ 付表入力～変更届出書への反映～

8

付表入力の「変更前・後の内容（添付ファイル等）」に入力
することで変更届出書の「変更前・後」に反映されます。



８ 差戻し後の再申請・届出方法

9

差戻し分
の確認

【状況確認および入力再開メニュー】＞「1.申請届出情
報確認」から該当するものを確認し、申請・届出してください。
※再度【申請届出メニュー】から申請・届出は行わないでください。


	スライド 1: 電子申請・届出システムの利用 に係る留意事項
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9

